


政策提言への対応方針 

 

１ 中心市街地のまちづくりに関する提言（総務委員会） 

提言事項の要旨 現状及び対応方針 

中心市街地のまちづくりについて、調

査研究の結果を議論し、分析して得た３

つの視点をもとに、１０の政策を提言し

ます。 

⑴ 担当課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

  他関係課 

⑵ 現状 

  令和７年３月に、松本市中心市街地再

設計検討会議から中心市街地の再設計・

再活性に関わる提言を受領しました。 

⑶ 対応方針 

  本提言に加え、松本市中心市街地再設

計検討会議からの提言並びに市民

フォーラム及び市公式ＬＩＮＥに寄せ

られた意見及びアイデアを踏まえ、中心

市街地の再設計・再活性の具現化に向

け、スピード感を持って取り組みます。 

【視点１】 

中心市街地は日々の暮らしの場・生活の場であるという視点 

生活者の日々の暮らしを大切にしたまちづくりのための政策 

 ⑴ 日常生活の中で「慣れ親しむ場」

として公共空間（水辺、小路、公

園）の活用 

水辺、小路、公園などの公共空間

を、国の施策を積極的に取り入れ

ながら、恒常的な活用に向けた取

組みを要望します。 

⑴ 担当課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

⑵ 現状 

  街場のえんがわ作戦等により、公園通

りなどで、公共空間を利活用する取組み

を行っています。 

⑶ 対応方針 

  松本の歴史や自然を活かして、居心地

がよく歩きたくなる空間づくり、魅力的

な公共空間の利活用を推進します。 

⑵ 空き店舗を活用したライフイン

フラの整備促進 

空き店舗活用支援施策を商業的

な側面だけでなく、快適なまちな

か生活に必要な医療、介護等のラ

イフインフラ整備にまで広げるこ

とを提言します。 

⑴ 担当課 

  産業振興部商工課 

⑵ 現状 

  ３か月以上入居者が決まらない商店

街の空き店舗を活用して事業を営む場

合、商店街空き店舗活用事業として家賃

を補助しています。 

⑶ 対応方針 

別紙１ 



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

  現制度においてもライフインフラに

関する業種を対象として補助を行って

います。 

  しかしながら空き店舗の活用には多

額の費用がかかることから、ライフイン

フラ業種に限定することなく、補助率の

上乗せやリフォーム補助など必要な支

援を検討します。 

⑶ 不動産の流動性を確保しつつ新

陳代謝が可能な方法による居住環

境整備の研究 

  中心市街地における既存市営住

宅の整備効果と住宅需要の動向を

検証し、中心市街地がより暮らし

やすい場所になるよう公営住宅の

整備を研究することを要望しま

す。 

⑴ 担当課 

  建設部住宅課 

⑵ 現状 

  中心市街地にある公営住宅（低所得者

向け）は、常に満室で需要が高い一方で、

特定公共賃貸住宅（中堅所得者向け）は、

常に複数戸の空きがあるため、子育て世

代などの中堅所得者は、付加価値の高い

民間住宅に流れている傾向が窺えます。 

  近年は、複数の民間マンションが建設

されており、中心市街地では民間事業者

による住宅供給が進められています。 

⑶ 対応方針 

  民間住宅の供給状況等から、中心市街

地において新たに公営住宅を整備する

必要性が低いと認識しています。 

  将来的に中心市街地の活性につなが

る住宅施策を検討する場合は、常に複数

戸の空きがある特定公共賃貸住宅の活

用を含め、施策の研究が必要と考えま

す。 

【視点２】 

中心市街地は郊外と深く関係し、発展してきたという視点 

郊外に居住する市民を巻き込んだまちづくりのための政策 

 ⑷ 駐車場や渋滞を気にせず郊外か

ら車で中心市街地にアクセスしや

すい環境の整備 

  交通渋滞や駐車場不足などの点

から中心市街地へのアクセスが課

題となっている中、郊外から自家

⑴ 担当課 

  交通部交通ネットワーク課 

  建設部都市計画課 

⑵ 現状 

  松本市総合交通戦略に基づき、中心市

街地における通過交通を抑制し、円滑な



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

用車でのアクセスしやすい中心市

街地とするため、環境の整備やフ

リンジ駐車場の整備について本格

的な検討を提言します。 

交通流動を図るため、施策の展開を進め

ています。 

⑶ 対応方針 

  松本の歴史や自然を活かしたウォー

カブルなまちづくりを推進する中でも、

一定の自動車利用は不可欠であること

から、フリンジ駐車場を含めた交通環境

の整備を検討します。 

⑸ 郊外と中心市街地を「食」でつ

なぐ～地産地消のまちづくり 

  地産地消推進の店登録制度を見

直し、新たに中心市街地の地産地

消に活用できるようリニューアル

し、強み（農畜産物の総合的産地、

飲食店集積）を活かした「地産の

場」としての郊外と「地消の場」

としての中心市街地の連携するこ

とを提言します。 

地産地消推進の店登録制度を、

新たに中心市街地の地産地消を推

進するための制度として、シティ

プロモーションや観光といった視

点も含めた部局横断的な検討によ

り、リニューアルすることを提言

します。 

⑴ 担当課 

  産業振興部農政課 

文化観光部観光ブランド課 

⑵ 現状 

  本制度は、市内農産物の消費拡大を目

的として開始し、平成２８年度には登録

件数が１１３件に達しましたが、一定の

役割を果たしたことなどから、令和６年

度末をもって廃止しました。 

市公式観光ホームページでは、引き続

き「郷土食や食材」などをＰＲしていま

す。 

⑶ 対応方針 

  郊外で生産した農産物を中心市街地

で消費するという連携にとらわれるこ

となく、市内農産物を提供する飲食店を

紹介するため、「松本市農業の課題解決

プラットフォーム」で本制度の問題点を

解消した新たな仕組みづくりに取り組

みます。  

⑹ 郊外居住の市民がまちづくりに

参加できる仕組みの構築 

  郊外居住市民の声を的確に捉え

られるよう十分な規模の母集団を

確保した郊外居住市民へのアン

ケート調査を要望します。 

郊外を含めた市民全体の意見を

適切に反映できるような会議体の

設置も有効と考えます。 

⑴ 担当課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

⑵ 現状 

  中心市街地の再設計・再活性に向けた

意見及びアイデア募集において、５２８

件の意見をいただきました。併せて開催

した２回のワークショップでは、延べ 

６１名が参加しました。 

⑶ 対応方針 

  居住地を限定することなく、様々な機



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

会を捉えて多くの市民や関係者との対

話及び意見交換の場を、継続的に設けま

す。 

  また、公民学が連携して進捗を管理す

る仕組みや幅広い専門的な視点でプロ

ジェクトを支援する場として、市民の代

表等が参加する会議体を設置します。 

【視点３】 

今の私たちのまちづくりの営みが未来の中心市街地をかたちづくるという視点 

より良い中心市街地を未来に引き継ぐまちづくりのための政策 

 ⑺ 中心市街地のまちづくりの営み

が、未来の市民にもわかりやすく

伝わるキャッチフレーズの検討 

  「山高く水清くして風光る」、「文

化薫るアルプスの城下町」、「誰か

に語りたくなる暮らし」など、ま

ちづくりの営みに込められた願い

や思いが未来に引き継がれるよう

にキャッチフレーズを検討するこ

とを提言します。 

⑴ 担当課 

 総合戦略局中心市街地活性本部 

⑵ 現状 

  松本城三の丸エリアビジョンでは、

「誰かに語りたくなる暮らし」を合言葉

として掲げました。 

⑶ 対応方針 

  必要に応じてキャッチフレーズを定

めるなどして、中心市街地活性化を市民

共通の取組みとして認識していただけ

るよう取り組みます。 

これまで松本駅周辺から松本城まで

を「中核エリア」と表現してきましたが、

その範囲をより分かりやすく表現し、親

しみを持って伝えるため、今後は「えき

しろ空間」と表現します。 

⑻ ５０年先を見据えた中心市街地

のまちづくりに関する全体計画の

策定 

  中心市街地のまちづくりにかか

わる多様な主体の考えを調整し、

様々な政策分野の施策を総合的か

つ一体的に行われるよう、中心市

街地活性化基本計画策定を検討す

ることを要望します。 

⑴ 担当課 

  産業振興部商工課 

  建設部都市計画課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

⑵ 現状 

  平成１８年の中心市街地活性化法の

改正に伴い、松本市は国の中心市街地活

性化の取組みに対する診断・助言を受け

ました。その結果が良好なものであった

ことやハード面について一定の整備が

完了していたことから、新たな中心市街

地活性化基本計画を策定せず、平成２０



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

年度に商業ビジョンを策定し、中心市街

地の活性化に努めてきました。 

⑶ 対応方針 

  松本市商業ビジョンに加え、新たに令

和７年度から８年度にかけて中心市街

地の活性化に向けた将来像等を検討し、

「えきまえエリアビジョン」を策定し、

将来を見据えたまちづくりを推進しま

す。 

⑼ 官民を含めてあらゆる関係者を

巻き込んだ事業推進を担える人材

の育成 

  官民を含むあらゆる関係者を巻

き込んだ事業推進を担える人材の

育成を提言します。 

行政内で人材を掘り起こし、長

期にわたりまちづくりを担当させ

ることや人材育成プログラムへの

参加などの検討を要望します。 

⑴ 担当課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

⑵ 現状 

  新たな取組みとして、令和６年度から

まちづくりに関わる庁内研修を開始し

ました。 

令和７年４月には、お城まちなみ創造

本部を、中心市街地活性本部へ改組しま

した。 

⑶ 対応方針 

  まちづくりに関わる専門民間企業へ

の業務委託や、先進的な取組みを行う学

識経験者等からの技術指導などを通じ

て、多くの職員がまちづくりを担う業務

を経験し、組織改編や人事異動があって

も取組みが継続できる組織を構築しま

す。 

【視点１・２・３】を踏まえた仕組みの構築 

 ⑽ 中心市街地のまちづくりに対す

る高校生からの意見を反映する仕

組みの構築 

  高校生の意見を中心市街地のま

ちづくりに反映する仕組みを構築

することを提言します。 

⑴ 担当課 

  総合戦略局中心市街地活性本部 

  こども若者部若者参画課 

⑵ 現状 

中心市街地の再設計・再活性に向けた

意見及びアイデア募集のため、高校生と

大学生を対象として開催したワーク

ショップに３２名が参加し、このうち高

校生は１５名でした。 

⑶ 対応方針 

  若者参画課と連携して、様々な機会を



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

捉えて、高校生をはじめとする若い世代

との対話及び意見交換の場を、継続的に

設けます。 

  



２ 身寄りなき老後の支援に関する提言（厚生委員会） 

提言事項の要旨 現状及び対応方針 

⑴ 「２０年、３０年先を見据えたより

よき人生に向けて「エンディングノー

ト」、「リビングウィル」に関する情報

発信の拡充と、若年層からの終活に対

する意識醸成プログラムの新設」 

 

２０年、３０年先を見据えた終活へ

の備えの意義について、「自分ごと」へ

の意識の転換を図れるよう、情報発信

を拡充してください。 

また学校等の教育現場とも連携し、

若年層から切れ目のない意識醸成プ

ログラムを新設してください。 

 

⑴  担当課 

ア 健康福祉部 

高齢福祉課、健康づくり課 

イ こども若者部  

若者参画課 

ウ 教育委員会 

  学校教育課、生涯学習課 

エ 住民自治局 

地域づくり支援課、地域づくりセ 

ンター 

⑵  現状 

ア 年間を通じて、高齢者を中心とし 

た市民対象の講座等で、「エンディン

グノート」、「松本市版リビングウィ

ル」を周知するとともに、「終活」に

ついても取り上げ、考える機会を設

けています。 

 イ 「終活」と何らかの関連が想定され

る課の担当者レベルで、終活支援に

関する意見交換「終活庁内連絡会」を

開催し、継続的に連携を図る仕組み

の構築に着手しました。 

⑶  対応方針 

既存の取組みや仕組みを活用して、

「エンディングノート」、「リビング

ウィル」に関する情報を広く発信する

と共に、「生前契約」、「デジタル遺産」

等若い世代にも届きやすい視点で、年

齢層に応じた情報発信を実施し、「自分

事」への意識転換が図れるよう、全世代

に取組みを拡大します。 

（既存の取組み） 

 ア 小・中学生 

   自殺予防、エイズ・ＨＩⅤ性感染症

予防啓発講座、認知症サポーター養

成講座、介護魅力発信事業 

 イ 高校・大学生 



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

   介護魅力発信事業、認知症サポー

ター養成講座 

 ウ 働き盛り世代 

   松本市出前講座、認知症サポー 

ター養成講座 

 エ その他 

   フレイル予防講座、エンディング

ノート作成講座、認知症サポーター

養成講座 

⑵ 「「行政」×「社会福祉協議会」×「地

域」の役割の確認と見直し、３者の一

体的支援の推進、拡充に向けた関係の

強化」 

 

「松本市版地域包括ケアシステム」 

をアップデートし、次なる超高齢化時

代に対応するため、終活支援事業に関

する行政、社会福祉協議会、地域のそ

れぞれの役割を確認し、更なる関係の

強化を図ってください。 

   

⑴ 担当課 

ア 健康福祉部  

福祉政策課、高齢福祉課 

イ 住民自治局 

地域づくり支援課、地域づくりセ 

ンター 

⑵ 現状 

ア 令和７年６月から「松本市終活情

報登録事業」を実施するに当たり、地

域の高齢者福祉に関わる関係団体と

打合せを始め、終活支援事業をス

モールスタートしました。 

イ 松本市社会福祉協議会では、独自

にエンディングノートを作成し、そ

の普及啓発を通じて終活支援を実施

していることを踏まえ、終活支援に

関する様々な課題を共有し、更なる

取組みに向けた継続協議に着手しま

した。 

⑶ 対応方針 

終活支援事業について、社会福祉協 

議会と協議する場を設け、役割や連携

方法を関係部局と共に整理します。 

⑶ 「身寄りなき老後支援を円滑に効率

よく行うための「個人情報共有の松本 

モデル」の構築」 

 

個人情報の保護をしながらも、時と

場合に応じた緩和と運用のルールが

⑴ 担当課 

ア 健康福祉部  

福祉政策課、高齢福祉課 

イ 住民自治局 

地域づくり支援課、地域づくりセ 

ンター 



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

必要。 

家族関係の提示の義務付け、エン 

ディングノート内の情報の紐付け、関

係者が情報を共有し協働できる会議

の設置などについて、一定のルールを

定め、個人情報共有システム「松本モ

デル」の構築を検討してください。 

 

ウ 総務部 

   行政管理課 

⑵ 現状 

  ７５歳以上の単身世帯の方や、要介

護３以上の方等を含む、要支援者に対

しては、平常時の見守り支援や災害時

の避難支援等を実施するため、松本市

避難行動要支援者名簿を作成していま

す。 

この名簿は、「災害対策基本法」を根

拠とする「松本市避難行動要支援者名

簿に関する条例」に基づき、単位町会、

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、

地域包括支援センター等へ提供し、情

報を共有しています。 

その他、支援が必要と考えられる高

齢者に対しては、「介護保険法」に基づ

く個別地域ケア会議を必要に応じて開

催し、本人、家族、民生委員等にも出席

いただく中で、必要な情報について共

有をしています。（別紙２参照） 

⑶ 対応方針 

  提案されている家族関係の提示の義

務付けについては、本人の意思に基づ

く必要があるため、困難であるものと

考えます。 

エンディングノート内の情報の紐付

けについては、まずはエンディング

ノート自体の普及啓発に努め、研究す

ることとします。 

  また、関係者が情報を共有し協働で

きる会議としては、前述の個別地域ケ

ア会議で対応できるものと考えていま

す。 

「個人情報の保護に関する法律」で

は、法令に基づく場合を除き、利用目的

以外の目的のために、個人情報を提供

してはならないとされていますので、



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

ご提案の個人情報共有システム「松本

モデル」の構築については、その必要性

を含めて研究することとします。 

⑷ 「次世代の高齢者に向け、ＤＸネッ

トワークの構築と、外出機会を促すた

めの移動支援ネットワークの充実」 

 

安否確認にデジタルツールを使う

ことや、町会活動への参加要請や他者

とのつながりにスマートフォンを最

大限活用することで、講座の充実を図

り、高齢者のＤＸに対する苦手意識を

取り除く取組みを進めてください。 

また、「移動の際の足の確保」につい 

て、各地区の状況を十分に把握し、そ 

の地区に最適な仕組みの構築を図っ

てください。 

   

⑴ 担当課 

ア 健康福祉部  

高齢福祉課 

イ 住民自治局 

地域づくり支援課、地域づくりセ 

ンター 

 ウ 教育委員会 

   生涯学習課 

エ 交通部 

公共交通課 

⑵  現状 

ア ＤＸの推進については、デジタル

技術を活用した民間の安否確認 

ツールの紹介、チャットを活用した

町会連絡網や市の高齢者福祉事業に

おける電子申請の整備、スマホを 

使った「オンライン通いの場アプリ」

の活用等を実施しています。 

 イ 令和６年度に地区公民館を会場に

開催されたスマホ講座は、１３地区、

計１６１回で延べ７６８人の参加が

ありました。公民館主事やシルバー

人材センターの職員など身近な人材

が講師となり、少人数単位で不定期

に開催されています。 

ウ 移動の際の足の確保については、 

令和６年度から「地域ボランティア

輸送等支援事業」を、令和７年度から

「交通空白地有償運送補助事業」を

開始するとともに、地域づくりセン

ターや地区生活支援員が困りごとの

一環として市民の声を集約し、交通

部を中心に、連携して地区支援を実

施しています。 

⑶  対応方針 



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

ア 各地区で開催しているスマホ講座

を継続的に進める等、高齢者のＤＸ

への苦手意識を取り除く取組みを、

関係機関と連携して進めます。 

イ 移動支援については、引き続き、各

地区のニーズの把握を健康福祉部・

住民自治局が行い、地域ドライバー

の可能性を探るなど、地域の実情に

合わせた移動の際の足の確保につい

て、交通部を中心に関係部局が連携

して取組みを進めます。 

⑷ その他 

令和８年度から、高齢者福祉入浴券、

福祉１００円バス券の電子チケット化

を予定しています。 

 

  



３ 史跡松本城の桜の管理に関する提言（経済文教委員会） 

提言事項の要旨 現状及び対応方針 

１ 提言 

  史跡松本城整備を前提に、同史跡の

魅力「国宝松本城天守と桜、北アルプ

スが織りなす景観」を時代に引き継ぐ

ため、現存の桜を保全・延命すること。 

 

２ 提言実現に向けた具体的施策 

 ⑴ 桜の管理方針の明確化 

   管理計画を策定し、桜ごとに管理

台帳を作成して延命のための保全

管理が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑵ 管理するための人材・財源の確保 

   松本城管理課に樹木医を配置し、 

情報収集、実施可能な保全業務の研

究が必要、所要の財源確保 

 

 

 

 

 

 

 

１ 担当課 

  文化観光部 

松本城管理課、松本城整備課 

 

 

 

２ 現状及び対応方針 

⑴ 桜の管理方針の明確化 

ア 現状 

桜の管理は、史跡松本城の整備

基本方針※１には位置付けられてい

ませんが、市民や観光客に親しま

れている「松本城と桜」の景観を維

持していくことは大切なことと認

識しています。 

公園内のすべての桜の活力度や

成長具合を記録した「樹勢調査票」

に加えて、主な桜の枝や幹の生育

状況を詳細に記した「樹木診断カ

ルテ」を活用し、現存する桜の保全

活動を実施しています。 

イ 対応方針 

すべての桜について「樹木診断カ

ルテ」を作成し、更に公園内の樹木

分布図を付帯するなど、より具体的

な管理方法を検討します。 

⑵ 管理するための人材・財源の確保 

ア 現状 

市内で活動する樹木医は少な

く、職員として配置することは困難

です。 

造園業者が受託する庭園・樹木管

理業務委託の中で、樹木医等による

樹勢調査や必要な処置を年３回実

施しています。 

入札によるため、受託業者は毎年

異なりますが、同一の樹木医が実施



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 弘前城を参考にした管理手法 

   樹勢回復に有効な剪定方法や幹

の腐食が進んだ桜への有効な対策、

地下遺構に配慮した施肥の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 桜の保全への市民理解 

桜を保全管理していくことを周  

知し、樹木講座や剪定した花芽のつ

いた枝の配布といった松本城と桜に

関る市民参加の取り組み 

 

 

 

 

 

しており、樹木医間での連携もあり

ます。 

イ 対応方針 

業務委託の中で、樹木医だけで

なく樹木管理に精通した有識者に

よる樹勢調査・診断や処置の在り方

について見直しを行い、桜の保全を

より充実させていきます。 

さらに、日々桜の管理を行う職

員の専門的な知識を高められるよ

う、視察研修等により、直営業務

のスキルアップを図ります。 

⑶ 弘前城を参考にした管理手法 

ア 現状 

松本城の桜は強剪定を行う前に、

まずは樹勢回復が必要という樹木

医の見解から、施肥、不定根誘導処

理、土壌灌注を実施しています。 

天守防災工事等の掘削を伴う工

事に併せ、土壌を良くするための施

肥を実施しています。 

イ 対応方針 

人の立入りや芝の除去、土壌灌注

（施肥）等により、桜の生育向上は

一定の効果が見られるので、現在の

管理方法を継続した上で、弘前城の

強剪定などの管理方法も参考にし

ます。 

⑷ 桜の保全への市民理解 

ア 現状 

  桜の剪定は通行の妨げになるも

のや雪や風で折れた場合以外、ほ

とんど行っていないため、花芽の

付いた枝がないことから配布は困

難です。 

イ 対応方針 

松本市が取り組むグリーンイン

フラの視点も踏まえ、史跡における



提言事項の要旨 現状及び対応方針 

 

 

 

 

 

⑸ 桜回廊の構築 

   松本城外堀周辺の新設道路の街

路樹は桜に選定、市民理解を進め、

城と桜の景観を守ると共に城の周

りに桜回廊を構築 

桜の保全活動を広く周知し市民理

解の醸成を図ります。 

提言を参考に、樹木講座の開催、

市民参加による保全活動について

有効な取組みを精査します。 

⑸ 桜回廊の構築 

ア 現状 

史跡内での植樹は困難です。外 

堀大通り等への植栽は、南・西外堀

復元事業の進捗に応じた道路整備

で検討します。 

イ 対応方針 

城と桜を一緒に眺められる新た

な景観形成について関係部局と連

携した取組みを検討します（松本城

三の丸エリアビジョン等）。 

※１ 史跡松本城整備基本計画 

 

  



４ ＡＩを活用した水道管路診断の実施に関する提言（建設環境委員会） 

提言事項の要旨 現状及び対応方針 

管路更新に当たっては、埋設年度によ

る更新ではなく、管路の劣化を予測し、

効率的に管路の更新を行うため、「ＡＩ

を活用した水道管路診断の実施」が最適

です。 

⑴ ＡＩによる分析は、データ（漏水、

修繕位置）の量や質が精度に大きな影

響を与えるため、今後、データの有無

を含め、きちんと整理した上でホーム

ページなどを通じて「見える化」が必

要です。 

 

⑴ 担当課  

上下水道局 上水道課 

⑵ 現状 

現在の管路更新の優先順位は、平成

２９年度策定の「アセットマネジメン

ト」に基づくもので、管種、布設年度及

び重要度を考慮して定めています。 

⑶ 対応方針 

ア ＡＩの導入は優先順位の精度向

上、経費節減などに有効であると考

えているため、令和９年度に予定し

ているアセットマネジメントの見直

し時に、ＡＩを活用した劣化予測に

取り組みます。 

イ データの欠損する地区について

は、引き続きデータの精度を上げて

整理した上で、ホームページなどを

通じた「見える化」に努めます。 

 

 

 



避難支援等関係者
避難行動要支援者

名簿の提供
個別地域ケア会議
への参加可能性

1 単位町会（町会長、隣組） 〇 〇
2 民生委員・児童委員 〇 〇
3 自主防災組織 〇 △
4 消防団 〇 △
5 松本市社会福祉協議会 〇 〇
6 地域包括支援センター 〇 〇
7 松本広域消防局 〇 △
8 松本警察署 〇 △
9 その他避難支援等の実施に携わる関係者 〇 △

関係者等
避難行動要支援者
名簿の提供可能性

個別地域ケア会議
への参加

1 介護支援専門員（ケアマネジャー） △ 〇

2
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有
する者

△ 〇

3 民生委員その他の関係者 △ 〇
4 関係機関及び関係団体 △ 〇

身寄りなき老後支援に関連する松本市の個人情報共有の現状

避難行動要支援者名簿

※　市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者
　に対し、避難行動要支援者名簿に記載した情報を提供するものとする。
　　また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者
　の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援
　等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の
　同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。
　　（根拠法令等：災害対策基本法、松本市地域防災計画、松本市避難行動要支援者名
　簿に関する条例）

※　市町村は、被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包
　括的かつ継続的な支援を行う事業の効果的な実施のために、上記の関係者等により構
　成される会議を置くように努めなければならない。
　（根拠法令：介護保険法）

※　上記９については、実際に、その他関係者へ情報を提供したことはありません。

※　上記３、４については、実際に、民生委員のほか、本人・家族、地域住民、町会
　長・町内公民館長、社会福祉協議会等の参加実績があります。

個別地域ケア会議

別紙２


